平成２6年４月
　　　平成２６年度　　　　七三教育の基本構想
～大胆に改革し頑固に守る～

学校教育目標
「目を輝かせ　今を生きる子」の育成
～　感動と感謝・ルールとマナー　～

人は人として素敵に活躍して生きていきたいものです。それには明るく，互いのつながりを大切にし，いい面を認め合いながら生きていけてこそでき得ます。しかし，このような成長はただ放っておいては期待できません。学校の特徴はお互いが影響しあいながら向上するところです。また，子どもたちが生き生きと自分のよさと力を発揮し，将来様々な分野で活躍できるためには，広義の学力の保障なしではありえません。
しかし最近では子どもの意識や生活価値の多様化が激しく，なかなか今までの価値観だけでは教職員がその責務を全うすることは難しい時代となっています。そのためには子どもの多様化を受け入れるだけの感性を私たち自身が磨くことに努めなければならないとともに，新しい指導方法を常に研修しながら教育の陶冶財を変容させていかなければなりません。でも人間として生きていく普遍の根源を揺るがしてもなりません。
子どもたちと向き合い，その子どもの背景を知り，寄り添い，どんな指導方法がその子には有効かを探るため多くの時間と情報を集めることは不変です。
いま何が本当に必要な教育なのか，不易と流行は何なのかを常に考えて教育活動に取り組む事によりキラキラと目を輝かせ未来へと続く「今を生きる子」を育みましょう。
本校の教職員のためのバイブル

Ⅰ．基本方針

１．　目指す子ども像　
（１）自ら基礎基本を習得し，高まろうと努力する子
＊知的好奇心を持って自学自習や発展学習ができる子

（２）素直な心で，感動や感謝をする子
＊いろいろな場面で感動し，人に感謝の気持ちを伝えられる子
（３）健康で自分の身を守れる子
＊自分の体や心を鍛えると同時に自分のいのちを自分で守れる子

（４）自尊意識の高い子
＊自分や友達の人権を大切にし地域に誇りのもてる子

（５）積極的に自分の思いを発信する子

＊自己内コミニュケーションが図れ，発信できる子

2． 　目指す職員像　　
（1） 情熱をもち素早く行動できる教職員
人間子どものために情熱をもって，それぞれの持ち場で，七三教育を進めることが大切です。一人一人の情熱が集まって同じ方向に発揮されたら，相乗効果が現れてきます。教職員同士，声を掛け合い情報の交流に努めましょう。保護者も子どもも今を生きています。今の時代スピード感をもって物事に取り組まねば保護者の情報に後れを取ってしまいます。
（2） 人間味あふれながら子どもに寄り添う教職員
いつも，その子自身を信じて認めましょう。誰でも認められたい・褒められたい・愛されたい願いをもっています。常に育む視点から子どもに寄り添い子どもの姿を見とりましょう。そのためには何気ないサインを見落とさないように。
（3） 組織の一員として力を合わせる教職員
「一人はみんなのために，みんなは一人のために」力を合わせる教職員であり続けましょう。困難な場面に遭遇した時，一人だけでは間に合わないことや思い間違いが出てきます。その時に助け合える教職員は素敵です。組織で動くということを意識しなければ学校の教育力は高まりません。得意なことは教職員だって違います。組織の一員として，教職員一人一人の力が最大限に発揮できるには自分の仕事を責任を持ってやり遂げましょうされるようにしましょう。それがチームワークの第一歩です。
（4） 確かな授業と確かなビジョンを持つ教職員
いつも自分の指導を振り返りわかりやすい授業に取り組めたかを確認しましょう。なかかなか指導方法を変えることには勇気が要りますが良い授業を参考に積極的に研修しましょう。京都市の自己評価を効果的に活用し，ＰＤＣＡサイクルで，積極的に自らを向上させることが必要です。また短期目標・中期目標・長期目標をもち，未来の子どもの姿を予想しつつ，やるべきことをしっかりとやり遂げましょう。今必要なこと，明日必要なこと，その学年で付けておく力，将来展望をしっかりと持ちます。

（5） 感性を磨き子どもの琴線に触れることのできる教職員
　　今の時代は社会での価値観が爆発し多様化しています。また恐ろしいスピード変わっていきます。反対に忘れてはならないことが，ないがしろになっていることもあります。教職員も多様化する子どもたちの心をつかむために自分の感性を磨きましょう。
　　　　　（６）常に学び続けようとする教職員
　　　　　　　　　 これ以上はもう無理，と弱音を吐かず，もっと良い手立てはないかもっと能率的でお互いに迷惑をかけない方法はないかを考え実践できるようになりましょう

３．　目指す学校像　　
（１）ルールとマナーを大切にする学校
＊高学年が低学年の見本となり良い校風を伝える学校を作りましょう。
＊友だちの意見をしっかりと聞く習慣ができ，自分の意見を堂々と言え，お互いがコミュニケーションを大切にすることに努めましょう。
＊温かく規範意識を高める工夫をしましょう。
＊社会で許されないことは学校でも許されないことを自覚できる子ども達にしましょう。
（２）生き生きとして，あたたかい感動と感謝あふれる学校

＊子どもたちが学習する環境として，生き生きと明るい環境づくりを目指します。

＊子どもたちが，多くの感動と感謝に出会えるあたたかい学校にします。

＊相手の目を見て大きな声で挨拶ができる学校になりましょう。
＊きれいなものをきれいと感じ，お互いの作品を評価し合える学校にします。

＊子どもたちが草花や動物を大事にし，地域の人も草花の世話をする学校にします。

＊命を大切にし，人権を守る学校にします。
＊一つ一つの行事を大切にし，その中で感動と感謝が生まれる学校は素敵です。

＊特別に支援のいる子どもへ温かい気持ちで一人ひとり支援できる学校になりましょう。
（３）積極的に素早く行動する学校

目標に向かって，計画を練り，考え，実行していくことが大切です。そして，まわりがそれを支え，応援することも肝要です。しかし考え倒れに終わっては何にもなりません。素早い計画，考え，行動が一番です。時間の無駄を減らすとともに，金銭感覚も大切にして無駄遣いのない学校は小回りも効きます。
（４）地域・保護者に説明責任を果たす学校
いま社会が学校を見る目には厳しいものがあります。その反面頼りにされている保護者もおられます。特に本校は幅広い保護者層がおられます。学校の役割，家庭の役割をしっかり説明し納得してもらう学校でありたいものです。個々の家庭に適した多くの情報を提供・発信する中で信頼を勝ち取っていきましょう。また学校ボランティア・ゲストティーチャーなどを積極的に活用し「地域ぐるみの教育」を推進するとともに学校運営協議会とも連携し，学校・地域・家庭が「つながり」を感じる学校にします。

Ⅱ．基本的な組織







	臨時プロジェクト

誰が立ち上げてもよいが最低でも二人の要員を必要とし多くの教職員に呼び掛ける。目的達成後は自然解散とする。


· 
　　　＊各主任で決済が行えるものについては各主任が責任を持って決済を行う。

　　　＊連絡・相談・報告を必ず行う。
＊校長・教頭・教務主任は日常的に連携をとる。
　　　＊情報の発信をこまめに行い学校の取組についての説明責任を果たす。
Ⅲ　学習活動および学校体制の上での組織的な連携
　１）指導体制および留意事項
交換授業を積極的に行う
· それぞれの教職員がそれぞれの得意な分野を活かす。　　　

· 学習のスリム化になる。教科の交換で教材研究が一つ減る。

· 交換授業している間に教材研究を深めることになる。

· 大勢の目で子どもたちを見守り，子どもたちのサインに気づく。
ＴＴ・専科授業

· ＴＴ教員は大変ではあるが，学年及び他学年の児童を知り，つながりをもつことができる。

· 専門的な授業により学力の向上を図る。
· 慣れるまでは担任も教室に入る。

· 持ち教科外の時間では他のクラス指導や生徒指導に入ることは可。

· もしもの時には専科授業より安定した学級経営を優先する。
保健授業・食育授業・安全防災授業
· 担任による授業
· 総合的な学習の時間を使った授業

· 養護教諭・栄養教諭によるＴＴもしくは専科授業
· 食育・安全防災の授業の充実

· いろいろな場を想定しての避難訓練や引き渡し訓練
　　　　総合育成支援

· 加配教員による教科指導

· 支援のいる児童に対して全教職員の共通理解

· 通級指導の活用

· 育成支援員による支援
· 不登校傾向児童をなくす取組
学校体制として
· 地域・来客への丁寧な対応ができるようにする。（来客・電話の対応）
· 教職員もコミュニケーション能力と社会人力を向上させましょう。
· 学年主任の責任・担任の責任を感じ，漏れのないようにする。

· 集金，会計は学年で事務職員と連携をとり素早く確実に。
· 校務分掌でのお金の執行は事務職員と十分に連携を図りながら責任を持つ。
· 使ったものは使った所へ片付ける，当番の仕事をするなどは当たり前にしましょう。
· 緊急時の柔軟な対応。スピード感をもって自分事として対応に当たる。
· キャリア教育の先進校としての自負を持って取組を進めましょう。

· 常日頃からの安全防災対策や参集体制の把握。
· 日常の中での危機管理意識。
　　その他（日常の動き）
· 校務支援システムの駆動。ＩＣＴを活用した連絡。自分へのメールの日常点検。
· 子どもの休み時間・放課後・部活動でも子どもに気を配る。
· 地域・ＰＴＡとの連携及び窓口の明確化（地域行事・ＰＴＡ行事・学校運営協議会）
２）授業改善への取組

勉強好きの子どもにするための授業改善
１　その学年で指導すべき基礎・基本の知識・技能を習得させる。（覚えこみも可）
２　既習の学習を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を育成する。
３　主体的に学習に取り組む態度をつけさせる（おうちの協力も必要）。
４　面白い授業を作る。ITC機器の活用や電子黒板の利用。身近な教材研修。
５　よい授業を柔軟に取り入れる教職員の生涯学習意識。
３）研究の取組（仮案）
　　　・道徳を中心に心の土をたがやし内発的コミニュケーションの機会を増やすことによって発信意欲の動機を高める。
　　　・「自分の思いを豊かに表現する子の育成」　～積極的にコミニュケーションをとろうとする子～
　　　・プレゼンテーション能力やディベート能力の開発にも目を向けるために日常から発表の場を設けることを授業内容に位置付ける。感動体験発表やお話コンクールへの参加など
４）研修の取組について

道徳教育の推進と人権教育を基盤にして
・お互いがお互いを大切にする人権感覚の鋭さを育てます。

・外国人教育，部落問題について積極的に学ぶ姿勢でありたいものです。

・総合育成支援教育の充実と自己参加意識の向上を図りましょう。

・学級経営・全校の取組行事・学年の取組行事・家庭訪問・懇談会・日常の学校生活を通じて，道徳教育を推進します。
・規範意識を育て学級に学習規律を持たせるようにするための研修・実践を進めます。
・教職員自身がルールとマナーを大切にしましょう。

・本校の今日の課題とする内容について研修の時間と内容を精選し，実践につながる取組とします。

・食育は人権教育です。「食べ物で身体を作り,食べ方で心を作り,そして食卓は人を作る。」今年度も「お弁当の日」を実践します。
・「七三の心の教育」「七三塾」を通して自己研鑽に努めましょう。

５）生徒指導の取組について
生徒指導は，子どもの背景を知り，その個々人をよく理解して受容をしたうえでないとなかなか入りません。温かみのある，その子に寄り添う姿勢でないと生徒指導はできません。もちろんそこに偏見や差別や刷り込みがあるようではできません。学校全体で焦点化された子どもの共通認識を図り，自分自身が当事者である意識を高め，積極的に関与する姿勢を身につけましょう。子どもたち同士のコミュニケーションにも注意を払い問題行動を未然に防ぐことが大切です。もちろんいじめはもってのほかです。

　　　　　また生徒指導は学校だけで図れるものではありません。家庭訪問を中心とした児童理解はもちろんのこと地域や関係諸機関との連携を密にして取り組みましょう。特に不登校に関しては積極的な家庭への働きかけが重要です。
　　　　　問題行動は子どもの心の隙間や時間の隙間からおこることも多いものです。この隙間を埋めるための部活動にも大きな意味があることを理解して部活動の充実も図りましょう。[image: image1.png]



校長（基本方針・責任）





教頭（指示・管理）





教務主任（連絡・調整）





学年会（学年主任）





各　研　修（実働）





研究主任


心の教育を中心として学力向上やコミニュケーション力の研磨を目標に各主任と連携し表現力の向上を目指す。授業研修の企画・提案・調整を行う。





生徒指導主任


地域活動主任とともに子どもが生き生きと学校生活ができるために規範意識を高める学校のきまりや約束をつくると共に実行の推進者となる。





人権研修主任


いろいろな面での人権教育・道徳教育・安全防災教育・メディアモラル教育を基盤に本校の課題とする研修を進める。








